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弁理士法人 志賀国際特許事務所 

（外国事務部 加藤基志） 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。 
 

中国特許の譲渡における規制について 
 

中国企業所有の中国特許を外国企業に譲渡することが、中国国内で規制されている「技術輸出」に該当し、

譲渡が認められない、または、中国特許庁宛の名義変更手続き以外に中国当局宛の手続きが必要という場合

があります。譲受人となる外国企業は手続きに必要な書類の提出を求められます。今回は中国企業が所有する

中国特許の譲渡における規制について紹介します。（本稿において安全保障規定関連の記載は省略します。） 
 

１．技術輸出入管理条例 

中国の技術輸出入の管理を規範化してその秩序を維持し、国民経済と社会発展を促進することを目的として、

対外貿易法およびその他関連法規に従い、2001 年に技術輸出入管理条例が制定されました。本条例は技術

の輸出入を「貿易、投資または経済技術協力を通じて技術を移転する行為」と定義し、特許／特許出願の移転、

特許実施許諾、ノウハウの移転、技術サービスおよびその他の方式の技術移転を含むとします。 
 

２．規制対象 

対外貿易法第十六条の条項に該当する技術輸出は禁止または制限されます。具体的な対象は「輸出禁止・

輸出制限技術目録」に明記されています。2025年 7月 15日付で追加・削除・修正された内容はこちらです。 
 

３．規制概要 

（１）輸出禁止項目に該当する技術は、これを含む特許譲渡自体が禁止されます。 

（２）輸出制限項目に該当する技術は、中国企業が国務院外経貿主管部門宛に輸出許可の申請を行い、審査を

経て許可を得た後にこの技術を含む特許譲渡契約が可能になります。外国企業は契約当事者として法的地位

を証明する書類（登記簿謄本など）の提出を求められます。許可取得までの期間は通常 1～2 ヶ月、現地費用は

¥400,000～¥500,000ほどかかります（官庁費用無し／中国語翻訳費用除く／事案により金額に変動あり）。 

（３）輸出禁止・制限項目に該当しない自由輸出技術は、中国企業がその所在地にある商務主管部門宛にこの

技術を含む特許譲渡契約内容をオンライン登録する必要があります。外国企業は（２）同様に登記簿謄本などの

提出を求められます。登録までの期間は通常 1～2 週間、現地費用は¥200,000～¥300,000 ほどかかります

（官庁費用無し／中国語翻訳費用除く／事案により金額に変動あり）。 

（４）特許譲渡が輸出禁止・制限に違反する場合、中国国内の刑法に従い刑事責任を追及されます。刑事責任

を負わなくても、状況に基づき税関法関連規定に従い処罰、または当局に警告を言い渡され違法所得の没収、

かつ罰金が科されます。自由輸出技術の登録が特許譲渡契約の効力発生日より 60 日以内に行われない場合、

契約の締結日を修正したうえで再締結する必要があります。 
 

４．その他注意事項 

（１）地方により外国企業が要求される提出書類が異なる場合があるため、中国代理人への確認が必要です。 

（２）当局が契約内容を審査するため、契約が審査基準を満たすか中国代理人への事前確認を推奨します。 

（３）輸出許可の有効期限は 3年のため、早めに中国特許庁宛に名義変更手続きを行うことを推奨します。 
 

******** 

■Follow-up／2025年 5月外国特許トピックス「出願人／権利者情報変更の外国特許庁宛一括申請」 

「名義変更、名称変更、および、住所変更について一括申請できる国」に関し、中国は手続き対象案件リスト

を提出することにより一括申請でき、庁費用は個別申請と変わらないと紹介しました。その後、庁費用について、

手続き書類のスキャンコピーを提出する場合だと個別申請と変わらない（件数分発生する）が、原本を提供する

場合は 1件分のみであることを確認しました。（1件あたり CNY200／日本円で約 4,400円） 
 

■Follow-up／2025年 11月外国特許トピックス「中国専利審査指南の改正について」 

「発明者の身元情報の要求」に関し、外国籍発明者情報は氏名および国籍のみで足り、パスポートなど身分

証明書の提供は原則不要と紹介しました。その後、2025年 12月 16日の説明会にて中国特許庁の担当者より

外国籍発明者も身元情報番号欄は空欄にしてはならない（記載される情報に指定や制限はない）という趣旨の

発表がありました。これに関し複数の現地代理人に確認しましたが、具体的にどのような実務が求められるのか

依然として不明であり、公式に回答できない状況にあるようです。制度趣旨からしても外国籍発明者に身元情報

番号の提供を要求することは過剰であり、一部筋からは外国籍発明者について身元情報番号欄は空欄でも許

容されるとの情報も入っていますが、引き続き情報収集に努めてまいります。 

以上 

外国特許トピックス

https://fms.mofcom.gov.cn/cms_files/oldfile/fms/202312/20231221153855374.pdf
https://fms.mofcom.gov.cn/cms_files/oldfile/fms/202312/20231221153855374.pdf
https://fms.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/10364010/attach/20255/510fadb0a8564f45aab1db54ffdaaf36.pdf?fileName=%E3%80%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%87%BA%E5%8F%A3%E9%99%90%E5%88%B6%E5%87%BA%E5%8F%A3%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%9B%AE%E5%BD%95%E3%80%8B%E8%B0%83%E6%95%B4%E5%86%85%E5%AE%B9.pdf

